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１ ５ 規 程 第 ７ １ 号

平成１５年１０月１日

農耕作業用自動車等機能確認実施規程

（趣旨）

第１条 この規程は、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構（以下「農研機

構」という。）が農耕作業用自動車等機能確認要領（平成８年２月２７日付け８農産第

９０５５号農林水産省農産園芸局長通知）に基づき、農林水産省生産局長（以下「局

長」という。）の依頼により実施する農耕作業用自動車等（同要領第１に規定する農耕

作業用自動車等をいう。）の機能確認（以下「機能確認」という。）に関し、必要な事

項を定めることを目的とする。

（機能確認を実施する組織及び権限の委任）

第２条 農研機構が行う機能確認は、農業機械研究部門（以下「農機研」という。）にお

いて行うものとする。

２ 理事長は、機能確認の実施に関する権限を、農業機械研究部門所長（以下「所長」と

いう。）に委任する。

（機能確認の申請手続）

第３条 機能確認に係る申請手続は、次に掲げるところによる。

一 機能確認を申請しようとする者（以下「申請者」という。）は、所長が定める依頼

書に、局長に申請した機能確認願の写しを添えて、所長に提出して、機能確認の実施

の申請を行うものとする。

二 所長は、前号の依頼書が提出され、局長から農研機構に対して当該機能確認の実施

の依頼があった後、所長が定める通知書により、その実施について申請者に通知する

ものとする。

（機能確認の実施場所等）

第４条 機能確認を実施する場所、時期及び担当者は、次に掲げるところによる。

一 機能確認を実施する場所は、農機研の構内又は農機研外（申請者の事業所その他所

長が認める場所をいう。）とする。

二 機能確認の実施の時期は、局長から農研機構に対して機能確認の実施の依頼があっ

た後、申請者と協議の上決定する。

三 機能確認の実施を担当する者は、農機研の職員とする。

（機能確認の実施に係る経費）

第５条 機能確認の実施に係る経費は、別表の農耕作業用自動車等機能確認の手数料表の

とおりとし、申請者は、これを本部管理本部さいたま管理部長が発行する請求書によ

り、納付期限までに納付しなければならない。
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２ 前項の規定により納付された機能確認の実施に係る経費は、原則として、これを返還

しない。

（その他）

第６条 この規程に定めるもののほか、機能確認に関し必要な事項は、理事（研究推進Ⅱ

担当）の了解を得て、所長が別に定める。

附 則

１ この規程は、平成１５年１０月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

２ 施行日前において、独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律（平成１４

年法律第１２９号）附則第４条第１項の規定により解散した旧生物系特定産業技術研究

推進機構が行った機能確認に関する行為は、この規程の相当規程によりしたものとみな

す。

附 則（平成18.4.1 規程第71-1号）

この規程は、平成１８年４月１日から施行する。

附 則（平成27.4.1 27-3規程第71-2号）

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。

附 則（平成28.4.1 28-11規程第71-3号）

この規程は、平成２８年４月１日から施行する。

附 則（平成30.4.1 30-15規程第71-4号）

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。

附 則（平成31.4.1 31-4規程第71-5号）

この規程は、平成３１年４月１日から施行する。

附 則（令和元.12.9 31-18規程第71-6号）

この規程は、令和元年１２月９日から施行する。

附 則（令和3.4.1 03-9規程第71-7号）

この規程は、令和３年４月１日から施行する。
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別表（第５条第１項関係）

農耕作業用自動車等機能確認の手数料表

実 施 区 分 類 別 １型式当たり手数料（円）

第１類別機 １６８，３００

農機研内実施

第２類別機以降 １１５，５００

第１類別機 １５１，８００

農機研外実施

第２類別機以降 １１５，５００

第１類別機 ４７，３００

立会検査

第２類別機以降 ３８，５００

①手数料の金額は、消費税相当額を含む金額である。

②出張を要する場合は、出張に要する経費として、農研機構が定める旅費規程（１８

規程第９２号）により算定した額の直接経費及び当該直接経費に30％を乗じて得た

額（その額が10,000円に満たない場合は10,000円とする。）の間接経費を別途加算

する。

③本検査事務を、農機研が実施する安全性検査又は一般性能試験と併せて実施する場

合は、当該安全性検査又は一般性能試験の手数料と重複する経費を減額することが

できる。


